
 

                          小松市告示第 208号  

 

小松市地域協議会認定登録等に関する要綱をここに公表する。 

 

  平成 31年２月 19日 

                      小松市長 和田 愼司 

 

   小松市地域協議会認定登録等に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，小松市はつらつとした地域とひとづくりの推進に関する 

 条例（平成 30年小松市条例第 39号。以下「条例」という。）第６条の規定に 

 よる地域協議会（以下「協議会」という。）の認定登録等に関し，必要な事項

を定めるものとする。 

 （申請） 

第２条 条例第６条第１項の認定登録を受けようとする者は，「地域協議会認定 

 登録申請書」（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，市長に申請しなけれ 

 ばならない。 

 ⑴ 会則 

  ⑵ 役員及び構成員の名簿 

  ⑶ その他市長が必要と認めるもの 

 （認定登録の通知） 

第３条 市長は，前条に規定する認定登録の申請があった場合は，認定登録の要 

 件について審査し，要件に適合すると認めるときは，「地域協議会認定登録通 

 知書」（様式第２号）により，当該団体に通知するものとする。 

 （会則の記載事項） 

第４条 第２条第１号に規定する会則には，次に掲げる事項を記載しなければ 

 ならない。 

  ⑴ 名称及び所在地 

  ⑵ 目的 

  ⑶ 活動区域  

  ⑷ 構成団体等に関する事項  

  ⑸ 役員等に関する事項  

  ⑹ 会議に関する事項  

  ⑺ 意思決定の透明性の確保に関する事項  



  ⑻ 会計の透明性の確保に関する事項 

 （変更の届出） 

第５条 協議会は，認定登録の内容に変更が生じた場合には，速やかに「地域議

会変更届出書」（様式第３号）により市長に届け出なければならない。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか，協議会の認定登録等に関し必要な事項

は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は，公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 様式第１号（第２条関係） 

                           年  月  日  

  

小松市長 様  

 

                        所在地 

                         

                     名称及び代表者氏名      

                                      

                     

 

地域協議会認定登録申請書 

 

 地域協議会の認定登録を受けたいので，小松市地域協議会認定登録等に関す

る要綱第２条の規定により，関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

記 

 

 

名  称  

設  立     年   月   日 

活動区域  

関係書類 

・会則 

・役員及び構成員の名簿 

・その他市長が必要と認めるもの 

 

 

 

 

 

 



 

 様式第２号（第３条関係） 

 第       号  

   

   年   月   日  

 

（名称） 

（代表者氏名）      様 

                            

                         小松市長  

 

地域協議会認定登録通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のありました地域協議会の認定登録について

は，小松市地域協議会認定登録等に関する要綱第３条の規定により認定登録し

ましたので通知します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 様式第３号（第５条関係） 

  年  月  日  

 

  小松市長 様  

                     所在地 

                         

                     名称及び代表者氏名      

                                      

                     

 

地域協議会変更届出書 

 

    年   月   日に認定登録を受けた内容に変更が生じたため，小

松市地域協議会認定登録等に関する要綱第５条の規定により，次のとおり届け

出ます。 

 

記 

 

（変更内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必要書類】 

・会則（変更が生じた場合のみ） 

・役員及び構成員の名簿（変更が生じた場合のみ） 


